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100周年記念事業 中部学院大学 教育フォーラム 2017」での基調講演を掲載したものである。
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は じ め に

皆様、こんにちは。
御紹介をいただきました独立行政法人教員研修セ
ンターの理事をしております髙口と申します。
本日は中部学院大学での教育フォーラム2017の開
催、かくも盛大に行われますこと、まことにおめで
とうございます。そして、またこういう場にお招き
をいただきましたことを心より御礼申し上げます。
私はきょう、「学習指導要領の改訂とこれからの
学校教育に求められるもの」というタイトルで講演
させていただきますが、先ほども非常に御丁寧な私
の経歴も御紹介いただきまして、まことにありがと
うございます。こちらの岐阜県の教育委員会で平成
14年から16年にかけまして 2年間、お世話になりま
して、その時に古田学長さんを始め、たくさんの岐
阜県の方々にお世話になったという御縁で、きょう
はこちらでお話をさせていただくことになりまし
た。先ほど御紹介いただきましたように、私は文科
省でもともと勤めておりましたが、現在は独立行政
法人教員研修センターというところで勤務をいたし
ております。もしかしたら、きょう御参加の方で研
修を受けられた方がおられるかもしれませんけれど
も、茨城県のつくば市のほうに研修施設がありまし
て、そこで地域の中核となる管理職の方を養成する

研修とか、それぞれの喫緊の教育課題に関する指導
的立場にある方に対する研修、そういう学校の教職
員の方に対する研修事業を国の立場で実施するとい
う機関でございまして、今はそういうところで勤務
をしております。
いろいろと文科省と密接に連携を図りながら研修

事業をやっておりますので、本日お話しする、この
学習指導要領等の中身につきましては、私は直接、
国の担当者ではありませんけれども、常日ごろから
文科省の方からお話をお伺いしているということも
踏まえまして、きょうはお話をさせていただくこと
といたします。

３つの中教審答申

それでは、早速ですけれども中身に入らせていた
だきます。まずはこれからの学校教育に求められる
ものとは一体何なのかということです。文科省に中
央教育審議会というのがあり、そこでいろいろ教育
に関する政策の議論がされているのは皆さん御承知
だと思います。最近、 3つの中教審答申が出されま
して、大体これからの学校に求められるものという
のはこの 3つの答申に書かれているのではないかと
思っています。
1 つはおととしの12月に、「チームとしての学校
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のあり方と今後の改善方策について」という答申が
出された。また、同じ日に、「これからの学校教育
を担う教員の資質能力の向上について」という答申、
そしてこれがきょうの中心の話になりますけれど
も、昨年12月に出されました「次期学習指導要領等
の改善及びその必要な方策」、これらの 3 つの答申
を読むと、大体これからの学校でどういう教育を
やっていくことが必要かということが書かれている
ということです。
きょうは資料を配付させていただいておりますけ
れども、必ずしも今日スライドで映すものを全てお
配りしていませんので、適宜資料も参考にしていた
だきながら、こちらのスライドをごらんになられて、
お聞きいただければと思います。
本日のお話しの中心は先ほどの学習指導要領の改
訂のところです。まずチームとしての学校のあり方
の答申の中において、これになぜ今チーム学校とい
うことが求められるかということが書かれています。
答申には 3つの背景が述べられています。 1つは
まさに、この新しい学習指導要領を見据えて、新し
い時代に求められる資質・能力を育む教育課程を実
現するための体制整備が必要だということ。特に今
は複雑で多様化した課題、それらの解決のための体
制整備が必要だということ。教員の方の多忙化とい
うことが言われますが、子供と向き合う時間を確保
するための体制整備。これらのために「チームとし
ての学校」ということが求められているとの背景が
書かれています。ではこの 3つの内容の共通する点
というのは何かということになると思います。
これは、私が考えるに、やはり学校の教育活動を
行う上で、全ての場面で組織的に対応する、そうい
う対応が求められている。チーム学校というのが学
校の中で教員の方だけじゃなくて事務職員の方、ス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
とか、そういう専門的な職員の方と一緒に協働でい
ろんな課題に対応していく、そういうことがチーム
学校ということになるわけですけれども、まさにこ
の組織的対応が学校での教育活動の全ての場面で求
められること、これがまさにチーム学校が求められ
る背景だというふうに考えます。
この中で、ではどれが一番重要なのかということ
ですけれども、これはそれぞれ重要な課題でありま
して、なかなかどれが重要でどれが重要でないかと

いうことは一概には言えないわけですけれども、今
現在の状況からすると、学習指導要領の告示の案が
出されまして、これから新しい学習指導要領になっ
ていくという状況において、この新しい時代に求め
られる資質・能力を育む教育課程を実現する、そう
いったところがまさに今求められていると思ってい
ます。

次期学習指導要領

次にこの学習指導要領の話をさせていただきます
けれども、まず今回の学習指導要領は今の状況では
なくて、これから20年、30年先、どういう世の中に
なっていくのか、社会になっていくのか、そういう
ことを見据えて、ではそのためにどういう人材を育
てていかなければいけないのか、そのための教育を
どういうふうにしていくのか、そういう考え方で次
の学習指導要領の内容が検討されているということ
です。それで21世紀社会の特徴ということで、これ
は皆さんよく聞く話だと思いますけれども、もうそ
ういう時代に入っているわけですけれども、知識社
会、知識基盤社会だということ、それから情報化社
会だということとか、グローバル化だということが
今の21世紀社会の特徴になってきているということ
になるわけです。これはどういう社会かということ
は、やはり社会の変化が非常に激しくなって、複雑
で予測困難である、これからの社会というのはそう
いうふうになっていくということです。
先が見えない社会で生きていく人をどう育ててい
くかということがこれからの教育に求められている
ということで、これは皆さん、よく聞く話だと思い
ますけれども、アメリカの大学の教授が言っている
ことですけれども、子供たちの何％が将来、今は存
在していない職業につくかということを言われてい
るということで、皆さん、これは何％の子供が今は
ない職業につくというふうに考えますでしょうか。
よくこういう場面で隣の人と話してくださいとか、
そういう講演も最近多いですが、ちょっときょうは
時間が余りありませんので、そういうことは控えま
すけれども、これは65％という数が出されています。
子供たちの65％、半数以上が今存在していない仕事
につくということも言われていますし、あとはこれ
も最近、AI という人工知能が発達して、どんどん
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人間がやっている仕事に代替していくというような
ことが言われています。これからもう半数の仕事が
AI に代替されていく、自動化されていくというこ
とが言われています。
非常に社会の変化が激しくなって、これから本当
に予期できない時代に入っていく。ではそういう時
代に生きていくためにどういう力を子供たちに育ん
でいかなければいけないかということを考えていく
必要があるということです。
これは日本だけでなくて、世界的にも、これから
の世界というのは非常に大きく変わるので、求めら
れる力が変わっていくということが言われておりま
して、例えば OECD という経済協力開発機構とい
う先進国が集まっている組織がありますけれども、
その OECD がかつて21世紀社会に求められる能力
として「キー・コンピテンシー」ということを提唱
したことがあります。
このキー・コンピテンシーというのはどういうも
のなのかということですが、まず 1つは、言語や知
識、技術を相互作用的に活用するという力、 2つ目
として、これからグローバル化ということで、異質
な人々と交流するという機会がふえて、それでそう
いう異質な人々から成る集団で互いにかかわり合
う、そういった力とか、3つ目に自律的に行動する、
主体的に行動する。こういう 3つのカテゴリーがこ
れから求められるキー・コンピテンシーだと言われ
ています。さらにもう 1つ、実は重要なことがあり
ます。この 3つの力のベースになるものが必要であ
るということで、もう 1つ言われているのが「思慮
深さ」というものです。英語で言うと reflectivity
という言葉ですけれども、この「思慮深さ」という
のがこれからこのキー・コンピテンシーとして必要
だということが言われています。
この「思慮深さ」というのは一体どういうものな
のかということです。例えば、さまざまな社会領域
を移動して、不慣れな状況の中で柔軟に対応してい
く、解決策がわからない状況において、いろんな解
決策がある、解決方法が 1つじゃないということを
認識して、みんなが納得するような解決方策を見出
していくとか。さらに、これまで当たり前と思われ
たことを問い直して、批判的に見て問い直していく
という力、このようなものが「思慮深さ」であると
いうことを OECD が言っています。非常に高度な

精神的能力ということが言えると思います。こうい
う力がこれからの20年、30年後を見据えた時に求め
られる力だと思います。
こういうことが、今、日本だけじゃなくて、ほか
の世界の先進国、先進国だけじゃなくて、発展途上
国も含めまして、やはり日本の学習指導要領みたい
な、ナショナルカリキュラムとか言いますけれども、
そういうものを改訂して、こういう力を求めていく
ということが今、世界的にもなされているという状
況にあるわけです。
それでは日本の学習指導要領はどうなっていくの
かということになるわけですけれども、先ほど最初
に御紹介した昨年の12月の中央教育審議会の答申に
こういうことが書かれています。

子供たちに育てたい姿

2030年を見据えた学校教育を通じて子供たちに育
てたい姿ということがありますけれども、これを見
ていただくと、先ほど OECD のキー・コンピテン
シーで書かれていた内容と大分重なるというふうに
思います。
1つ目は、主体的に学びに向かう、みずから知識

を深め、個性・能力を伸ばして、人生を切り開いて
いく。自律的に活動していくということが書かれて
います。 2つ目には多様な人々と協働したりしてい
くという力です。 3つ目は変化の激しい社会の中で
もいろいろ試行錯誤して、問い直しをして、問題を
解決・発見し、新たな価値を創造できる。そういう
子供たちに育てていくと、それが子供たちの育てた
い姿だということが中教審の答申にも書かれていま
す。ですから、こういう国際的に求められている力
と大分、軌を一にした、そういう内容が今回の学習
指導要領のベースになる答申に書かれているという
ことです。
21世紀社会に求められる教育というのは、端的に
言うと、単なる知識の伝達ではなくて、みずから主
体的に必要な情報を収集し、その収集した知識や情
報をいろんな文脈や状況に活用して、深く学んで、
最適な解決策を見出す力、そういった力を育む教育
がこれからの教育に求められるということです。こ
れは直接、答申に書かれているわけではありません
が、やはりこれまでの提言とか状況を踏まえまして、
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こういうことが言えるのではないかと思います。こ
れまでの教育というのは、やはり知識の伝達という
のが非常に大きな目的であったわけですけれども、
それももちろん大事な部分で、これも忘れてはいけ
ないわけですけれども、やはり主体的にいろんな情
報の中から必要な情報を見出して、それをきちんと
状況に応じて活用できる、問題も発見・解決をして
いくという、そういう力が育める教育が必要になっ
ていくということでございます。

次期学習指導要領の目指すもの

そういうこれからの求められる教育をベースとし
て、次期学習指導要領は一体ではどういうところを
目指しているのかという話をさせていただきたいと
思います。学習指導要領というのは、皆さん御存じ
かと思いますけれども、基本的にはどういう内容を
教師が子供たちに教えるかという、そういう子供た
ちが学習する内容を書いているのが学習指導要領で
あります。
今までの学習指導要領というのは、そういうこと
が中心で書いてあったわけですけれども、それは「何
を学ぶか」ということになるわけです。さらに皆さ
んアクティブ・ラーニングなんていう言葉もよく最
近聞かれると思いますが、そういう学習方法、それ
は「どのように学ぶか」と。これも今回の学習指導
要領の内容として盛り込まれますが、それだけじゃ
なくて「何ができるようになるか」という、そうい
う育成を目指す資質・能力、子供たちにどういう力
を身につけさせるのかということですね。そういう
ことを重視しているというのが、今回の学習指導要
領の一番の根底だろうというふうに思います。
もちろん、これまでの何を教えていくか、学んで
いくかということも重要でありますし、学ぶ方法、
そういうことも大事ですが、まずはどういう力を子
供たちに身につけさせていくのか。これを非常に重
視しているというのが大きなポイントだろうと考え
ます。
では今までの学習指導要領というか、今の学習指
導要領というのは全くこの育成を目指す資質・能力
が書かれていなかったのかというと、必ずしもそう
ではないと思います。
それはどういうものかというと、皆さんこれはも

うよく御存じのように「生きる力」を育む、育成す
るというのがこれまでの学習指導要領の基本だった
と思います。生きる力というのは確かな学力、豊か
な心、健やかな体、そういう知・徳・体をバランス
よく育成していく、力を身につけていくというのが
生きる力ですが、ではその生きる力は今度の指導要
領でどうなってしまったかということなんですけれ
ども、これはこの答申の中に書いてありますが、こ
れからの学校教育においては、生きる力の現代的意
義を踏まえて、より具体化すると。そういう教育課
程を通じて、生きる力を確実に育むことが求められ
ているということですので、生きる力を育むという
点は次の指導要領でも変わらないということです。
では今の学習指導要領のポイントとして、学力の
3要素なんていうのがあるわけですけれども、そう
いうものとの関係はどうなるのかということです。
この答申の中にこういうことが書いてあります。生
きる力の実現という観点からは、前回改訂時におい
て重視された学力の 3要素、これは学力の 3要素っ
て皆さん、何かおわかりになっていると思いますが、
この 3つですね、基礎的な知識・技能、思考力・判
断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度。これ
が学校教育法の第30条の第 2項に規定がされたもの
ですけれども、こういう学力の 3要素のバランスの
とれた育成とか、今の学習指導要領の重点事項に
なっている言語活動とか、あと体験活動の重視、こ
ういうことについては引き続き充実を図ることが重
要だということが書いてあります。
ですから、今までの指導要領で育むとされている
ことは、それは引き続き大事だということはきちっ
と書かれています。新しい指導要領では、この生き
る力とは何かを資質能力として具体化すると、それ
が今回の学習指導要領のポイントだということです。
今まで生きる力というのがちょっと抽象的でぼん
やりしているところがあったわけですが、それを
もっと具体的に、生きる力を育むということはどう
いう資質・能力を育むのかということを具体化して
いくというのが今回の学習指導要領の大きなポイン
トになっていくということです。
この答申に書いてあるページは右下に書いてあり
ますので、御自宅や学校等へ戻られてから、実際に
答申のほうに当たっていただきたいと思います。こ
の生きる力とは何かという、その資質・能力を具体
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化していく、それが今回の指導要領の非常に大きな
ポイントになるということです。

育成すべき資質・能力の３つの柱

具体的な資質・能力というのは何なのかというこ
とが、これもきちっと書かれています。これが育成
すべき資質・能力の 3つの柱ということになってい
ますが、 1つ目は、何を理解しているか、何ができ
るか。生きて働く「知識・技能」の習得。 2つ目が、
理解していること・できることをどう使っていくか。
思考力・判断力・表現力等の育成というふうになっ
ていますけれども、これが 2つ目。 3つ目がどのよ
うに社会・世界とかかわり、よりよい人生を送るか
という、そういう学びに向かう力とか、人間性の涵
養。そういうことが次の指導要領に生きる力を育む
具体的な資質・能力ということできちっと示される
ということです。
具体的には 2月14日にパブリックコメントで案が
公表されていますけれども、その学習指導要領案の
実際の文言を見ていくとわかりますが、総則の第 1
というところに、児童に生きる力を育むことを目指
すに当たっては、どのような資質・能力の育成を目
指すのか明確にしながら、教育活動の充実を図るも
のとするということで、さっき言った 3つの柱がき
ちんとこの学習指導要領の中にも書かれているとい
うことです。こういうことがきちっと各教科で行わ
れるということでこの総則に書かれている。
実際、具体的に各教科では、ではどういうふうに
なっているかというのが次の話です。これは小学校
の国語ですけれども、この第 1の目標のところに 1、
2 、 3 と書いてありますが、これがさっきの知識・
技能の習得、思考力・判断力・表現力の育成、学び
に向かう力、人間性等の涵養というところから成っ
ているというのがおわかりになると思います。
これが国語ですと、知識・技能の習得というのが、
(1)日常生活に必要な国語について、その特質を理
解して適切に使う。思考力・判断力・表現力は、(2)
の日常生活における人とのかかわりの中で伝え合う
力を高め、思考力や想像力を養う。学びに向かう力、
人間性等の涵養については、(3)の言葉がもつよさ
を認識するとともに、言語感覚を養い、国語の大切
さを自覚し、国語を尊重して、その能力の向上を図

る態度を養う。そういうことが具体的に記述された
ということで、これはほかの教科もみんな共通です。
もう一つ、中学校の理科もありますが、そういう整
理で書かれているということでございます。
今の説明は、学習指導要領でこれからどういう能
力が重視されるかということをお話ししたんでが、
では各学校でそれをどう具体化していくのかという
のが答申にも書かれておりまして、各学校が育成を
目指す資質・能力の具体化ということで、これは各
学校の教育目標がありますので、それでまず具体化
するということが必要だということ。あと、 2つ目
にカリキュラム・マネジメント、これも今回の指導
要領の一つのキーワードになりますけれども、その
中で学校として育成を目指す資質・能力を明確にし
て、教育課程を編成するという形。あと、 3つ目の
学びに向かう力・人間性等については、各学校の子
供の姿とか各地域の実情を踏まえて、何を重視する
かということを踏まえて、そういう観点から明確化
をしていくということが必要だということが、この
答申に書かれています。

カリキュラム・マネジメント

今、このカリキュラム・マネジメントという言葉
が出てきたんですが、このカリキュラム・マネジメ
ント、今までも実はあったんですけれども、余り学
校現場に定着がされていないという状況だと思いま
す。これは非常にこれから大事な概念になってきま
すので、ちょっとお話ししますけれども、これも答
申にカリキュラム・マネジメントとは何かというの
が 3つ書かれています。
教科等横断的な視点で、その教育内容を組織的に
配列していくということ。あと、教育課程をデータ
に基づいて編成して実施し、評価、改善を図る、そ
ういう PDCA サイクルを確立するということ。あ
とは、その教育活動、教育内容に必要な資源を効果
的に組み合わせるというのが、カリキュラム・マネ
ジメントだというふうに言われているんですけど、
やっぱり今回の学習指導要領は、先ほど言いました
子供たちにどういう資質・能力を身につけさせてい
くかということが一つ大きなポイントになりますの
で、このカリキュラム・マネジメントも、特に、こ
れも答申に書いてありますけれども、教育課程全体
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を通した取り組みについて、教科横断的な視点から
教育活動の改善を行っていくということとか、あと
学校全体としての取り組みを通じて教科等や学年を
超えた組織運営の改善を行うと。そういう観点でカ
リキュラム・マネジメントが必要であるということ
が、この答申には書かれています。そして学習指導
要領案のほうにも、そういうことが具体的に書かれ
ているということであります。
カリキュラム・マネジメントがこれから重要に
なっていくということなんですけれども、これはま
た小学校の指導要領で、中学校も同じように書いて
いますけれども、各学校の特色を生かしたカリキュ
ラム・マネジメントを行うように、各学校は努める
ということとか、各学校で行われている学校評価も
カリキュラム・マネジメントに関連づけながら実施
するように留意するということが、この学習指導要
領案にも書かれているということで、御留意をいた
だければと思います。

学ぶ内容と学習方法

ここまでが何ができるようになるかというところ
についてのお話でしたが、次に今回の学習指導要領
で何を学ぶかということ、学ぶ内容と、更にどのよ
うに学ぶかということ、学習方法の話があります。
そちらにちょっと移ります。まず何を学ぶかという
ことについては、これも答申を読みますと、まず各
教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方、
そういう見方・考え方というのが重要であるという
ことがまず 1つあるということ。さらに先ほども申
しましたように、各教科等における教育目標や内容
について、資質・能力の 3つの柱を踏まえて整理を
したということ。そして、各学校において、これも
先ほど申しましたように教科等を学ぶ意義と教科横
断的な視点、最後に学校段階間の連携・接続の視点、
そういったことを踏まえて教育課程を編成するとい
う視点で、何を学ぶかということを考えていくとい
うことが書かれています。
あと、もう一つ、今回の指導要領の大きなポイン
ト、どのように学ぶかということですね。学習方法
についてになるわけですけれども、ここでアクティ
ブ・ラーニングということが出てくるということです。
このアクティブ・ラーニングというのは、かなり

今言われています。こちらに学校の関係の方もい
らっしゃると思いますが、今はもう既にいろいろな
ことが実施されているんではないかと思います。改
めてアクティブ・ラーニングというのはどういうこ
となのかということですけれども、この答申に書か
れているのは、学びの質に着目して、授業改善の取
り組みを活性化せよというのが、今回の改訂の目指
すところだと。そういうことが今回の改訂の目指す
ところですけれども、そのアクティブ・ラーニング
については、主体的・対話的で深い学びを実現する
ために共有すべき授業改善の視点として、位置づけ
を明確にしたというふうに書かれています。
ですから、アクティブ・ラーニングというのは、
まさに主体的・対話的で深い学びを実現するための
授業改善の視点であるということが明確にされたと
いうことです。では、そのアクティブ・ラーニング
の視点に立った授業改善とはどういうものなのかと
いうのは、これはもう皆さん御承知だと思いますが、
3つ、主体的な学びとか対話的な学び、深い学び、
そういうことが具体的にこの答申に書かれていると
いうわけであります。

授 業 研 究

先ほど言いましたように、こういう授業改善とい
うことが非常に今回の指導要領で重要なわけですけ
れども、もう一つ、この答申で言われているのが、
これまでの日本の学校では授業研究というのが非常
に盛んに行われてきたということがあって、これが
今は非常に国際的にも注目されているということ
で、やはりこの授業研究という成果をこれからの日
本の学校教育を支える必要な財産であるので、これ
をやはり継続していかなければいけない重要なもの
であるということが書かれているということで、こ
のアクティブ・ラーニングということが、今までやっ
ていたことと全然違うということではなくて、まさ
に今、学校現場で取り組まれている、こういう授業
研究等の取り組みは、やっぱり進めていくことで、
さらにアクティブ・ラーニングにつながっていくと
いうことであるというふうに思います。
ですから、これは文科省の担当者がよく言ってい
ますが、今回の学習指導要領というのは、別に新し
いことを初めてやってもらうということではなくて、
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まさに今まで学校現場でやられていたものを学習指
導要領で明確化したと。そういう取り組みを可視化
したのが、今回の新しい学習指導要領であるという
ことを盛んに言うわけです。まさにそういうこと
で、これまでの学校現場で取り組まれた授業研究と
いういい文化を継承して、それをまた授業改善につ
なぐという取り組みがやはりこれからも求められて
いくということだというふうに思います。学習指導
要領案でも、主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた授業改善ということで書いています。
ここで一つ、今回の指導要領案で、アクティブ・
ラーニングという言葉が全く出てこないので、アク
ティブ・ラーニングはなくなったのかという疑問を
持たれている方も中にはいらっしゃるかもしれませ
んが、そうではなく、その正しい趣旨が主体的・対
話的で深い学びを実現することである、それに向け
た授業改善の視点がアクティブ・ラーニングだとい
うことが明確化されたということを皆さん、念頭に
置いておいていただければというふうに思います。

深い学びとは

ちょっと話が外れるかもしれませんが、アクティ
ブ・ラーニングについて主体的な学びとか対話的な
学びというのは、大体何となくイメージできるわけ
ですけれども、深い学びというのは一体どういうも
のなのかという、ちょっとこれはなかなか考えてい
くと結構難しい問題であるかと思います。
これは、あくまでも参考程度に聞いていただきた
いと思いますけれども、深い学びというのは何かと
いうことですけれども、これはさっきから思考力、
判断力、表現力とか言いまして、やはり深い思考と
か理解をするということになるわけですけれども、
思考とか理解というのはどういうことなのかという
のは、わかるとか、わかったという、そういう心の
働きだということです。
ではどのような状況になると、そういうわかると
か、わかったと感じるか。それがまさに深い学びに
つながっていくと思いますが、どういう状況になる
と人間がわかったとか、わかるとかいうことになる
かということですけれども、例えば全体像がわかる
とわかったというふうになるとか、整理・分類する
と、何か頭の中が整理されてわかったというふうに

なるとか、あと筋が通る。原因と結果がはっきりす
るとか、理由がわかる、そういうことになるとわか
る。あと、空間関係が理解できるということとか、
あといろんな物事の仕組みがわかるということです
ね。あと、規則に合うとかですね。
そういうことになると人間はわかったと感じると
いうことでありまして、こういうのを参考にすると、
例えば全体像を理解させる学習とか、あといろんな
情報を整理・分類するということとか、あと筋が通
るというか、その原因や結果とか理由を考える学習。
あとは空間関係を理解するとか、仕組みを理解する、
規則を発見するとか、そういうようなものが深い学
びにつながるのかなあというふうに考えられるわけ
で、そういうのも参考にしていただいて、また皆さ
んでどういう学びが深い学びなのかというのは、
さっきの答申の中には、深い学びというのは各教科
で習得した概念や考え方を活用し、その見方・考え
方を働かせ、問いを見出して解決し、思いをもとに
構想、創造するというようなことが書いてあります
けれども、ちょっとこれも抽象的でわかりにくいと
思いますので、また皆さん方でそれぞれ考えていた
だければというふうに思います。
実は、私どもの教員研修センターで、今、次世代
型教育推進センターというのを設置しまして、ここ
で岐阜県からもなんですけど、11都県から研修協力
員という教員の方に来ていただいて、今アクティ
ブ・ラーニングに関する事例の収集・分析とか、あ
とは、うちは教員研修センターですので、アクティ
ブ・ラーニングが実践できるような研修プログラム
の開発というのを今やっております。来年度まで 3
年間で実施していく予定になっております。今、教
員研修センターのホームページで、大体、今月中に
100事例ぐらいのアクティブ・ラーニングの事例を
掲載する予定です。もう既に30事例ぐらい載せてい
るんですけれども、またそれも参考にしていただけ
ればと思います。ここに URL も書いていますけれ
ども、ぜひ参考にしていただければと思います。
1つ例を申し上げますと、今、実践フィールド校

というのを各県で実践をしていただいております
が、福岡県も今取り組んでいただいて、ここは高等
学校でのアクティブ・ラーニングを 8校の高校で実
践をしていますけれども、その推進のポイントとし
ては、まず何のためにアクティブ・ラーニングをや
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るのかという理念・目的が明確だということとか、
それぞれ特に高等学校ですので、いろんなタイプの
学校があります。その学校の実情に合わせたアク
ティブ・ラーニングをやっていくこと。あと、教員
だけじゃなく、生徒と一緒に一体となって、そうい
うことで今取り組んでいます。そういった例も参考
にしていただければというふうに思っています。

アクティブ・ラーニング

ちょっとアクティブ・ラーニングの話になりまし
たので、若干説明をさせていただきますと、今うち
の次世代型教育推進センターで取り組んでいますけ
れども、特にアクティブ・ラーニングというのは、
よく活動あって学びなしみたいになっているという
ふうなことも言われていますけれども、やはり留意
するポイントとして、これも最初の指導要領の話に
かかわりますけれども、どのような資質・能力をア
クティブ・ラーニングによって身につけていくかと
いうことをちゃんと明確にすることが一つ重要なポ
イントだろうというふうに考えています。
次に、アクティブ・ラーニングというのは、一つ
一つの授業でやるんではなくて、単元全体を通じて
アクティブ・ラーニングをどこで使っていくのが効
果的なのかということを考えていくということと
か、その中で特に、学習は習得、活用、探究という
一連の学習過程がありますので、その中でどういう
アクティブ・ラーニングをやっていくのか。習得や
活用を目的としたアクティブ・ラーニングなのか、
探究を目的としたものなのかということをちゃんと
意識していくというのが大事なのではないかという
ことです。
そしてアクティブ・ラーニングは子供たちの主体
性を引き出す、対話的な学び、深い学びをするため
に、教員の方がどういう手だてを用いているか、そ
こをちゃんと見ていく、明らかにしていくという、
ここがやはり一つ大事なところだというふうに考え
ています。
あと、それをやったことによって、子供たちが具
体的にどう変わったのか。例えばアクティブ・ラー
ニングをやる前まではこんな程度しか意見が言えな
かったのが、やった結果、物すごいいろんな中身の、
多面的に意見が言えるようになったとか、そういう

ことで、客観的な事実に基づいて評価していくとい
うことが大事だと考えます。
こういうことが、今まで次世代型教育推進セン
ターで推進していく中でこういうことがポイントで
はないかということで紹介をさせていただきました。
大分時間が押してきましたので、ここは省略しま
すけれども、あともう一つ、アクティブ・ラーニン
グを推進していく上で、やっぱり校内研修というの
が大事になってきます。校内研修をどう改善して
いったらいいのかということも今いろいろ議論して
おります。 1つは、どうしても校内研修ですと教師
の教え方がどうかということに目が行きがちです
が、授業観察をする中で、子供たちの学びの姿がど
う変わってきているのかということに着目していく
ことが必要だと思います。次に子供たちも最近、ペ
ア学習とかグループ学習をしますが、教員の方もグ
ループワークで、特定の人だけが発言するのではな
く、全員がきちんとアウトプットするということが
必要だと思います。更に、思考を可視化する、よく
附箋なんかで書いて張ったりするようなワーク
ショップ型の研修スタイルが増えてきていますが、
そういう思考を可視化する手だてを活用することが
大事です。最後に、教員の研修も子供たちの学習と
同じで、研修の最後にきちんとリフレクション、振
り返りをすること。授業研究、協議会をやって、そ
れで終わってしまうということがよくあるわけです
けれども、そうではなくて次の授業改善にきちんと
結びつけていくことが、これからの校内研修の推進
の改善点じゃないかということで、そういう視点で
今、当センターの研修プログラムの開発も進めてい
るところであります。

今後の教員に求められる資質・能力

一応、ここまでが学習指導要領にかかわるお話を
させていただきましたが、ではこれからこういう学
習指導要領が変わっていく中で、それを教える教員
の方にはどういう力が求められていくのかというこ
とを最後にお話させていただきたいと思います。
今後の教員に求められる資質・能力ということで、
これは答申とかに書いてあるものではありません。
私が今までいろいろ教員の養成とか、資質向上とか、
そういうことにかかわってきた中で考えていること
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です。今後の教員に求められる資質・能力というの
が、やはりまず 1つは、これはもう基本であります
けれども、教員の方というのは子供の成長にかかわ
る高度な専門性をちゃんと身につけていかなければ
いけない。これが今後さらに必要になっていくとい
うことが 1つ。次に、これも最初にチーム学校の話
をしましたけど、やはり組織的な対応が全ての場面
で求められるということで、組織的対応力が必要だ
ということ。最後に、これは子供たちと一緒で、や
はりこれからの変化が激しい中で、さまざまな新し
いことが教育内容として入ってきますので、学び続
ける力というのも大事だろうということで、この 3
点がこれから教員の方に求められていくものという
ふうに考えています。

教員育成指標

では、 1つ目の子供の成長にかかわる高度の専門
性ということについて、具体的にどういう力なのか
ということですが、ちょっと話は変わりますけれど
も、先ほどの最初に申した一昨年の12月の教員の資
質向上の答申の中で、これからは教員の育成指標と
いうのを各教育委員会と大学が協議会を設けて、そ
こで指標をつくって、それに基づいた研修計画を立
てて研修を行う、そういうことを実施していくとい
うことが書かれました。
実は先日、教育公務員特例法という法律が改正さ
れまして、任命権者である県市の教育委員会が教員
育成指標を策定しなければならない、それを大学と
協議会を設けて一緒になって検討し、作成するとい
う義務づけがなされまして、その育成指標をつくる
ための文部科学大臣の指針の案が示されています。
そういう中でもこういうことが出てくるんですけれ
ども、やはり子供の発達に関する高度な知識・理解
というのは当然ですけれども、先ほどから言ってい
るようにアクティブ・ラーニングが実践できる、そ
ういう高度な授業デザイン力とか、あと子供の長所
が引き出せるようなコミュニケーション力。単なる
コミュニケーション能力でなく、子供のいいところ
をちゃんと引き出すようなコミュニケーション力。
さらに、子供の成長をきちんと的確に評価できる力。
そして、もちろんこれも当たり前ですけれども、高
度な教材研究力という力が高度の専門性だと思いま

す。やはり教員の専門性で一番大事なのは、子供の
変化とか成長というのはなかなか見えにくい、見え
ないものが多いわけですね。そういうものをちゃん
と見取っていくという力がこれからの教員の専門性
としてますます、これまでももちろんそういうこと
でやってこられているわけですけれども、やはりこ
ういうことが的確にできるということが教員の専門
性、専門職たるゆえんではないかというふうに考え
ています。
そういうことで、今回のアクティブ・ラーニング
というのも、なかなか見えない子供の思考力とか、
そういうものをいかにきちっと見て引き出せるか、
そういうところが教員の方の力の見せどころではな
いかというふうに思います。そういうことで、こう
いう専門性がこれからますます求められていくとい
うことです。
そして、組織的対応力というのは、これはもう先
ほども言いましたように、同僚や専門家とチームで
対応する力、カリキュラム・マネジメント力、これ
も先ほど申し上げておりますけれども、そして組織
マネジメント力、地域や多様な組織と連携・協力す
る力。ほかにももちろんあると思いますけれども、
こういう力が更にこれから強く求められていくとい
うことです。
そういうことで、さっきも申し上げましたが、教
育公務員特例法等の一部を改正する法律というの
は、去年の11月28日の公布ということで、一部はこ
としの 4月から施行するというところがありますけ
れども、これからの教育課程の改善、学習指導要領
の改訂などの改革への対応のために、教員の資質向
上を図っていくという内容の法律ですけれども、先
ほど言いましたように、校長及び教員の資質向上に
関する指標、教員育成指標とかと言っていますけれ
ども、それの整備をしていくということで、県の教
育委員会、または指定都市の教育委員会は、その協
議会を組織して、必要な指標を定めるということに
なります。
あと、今、公立学校の教員の方に10年経験者研修
というものの実施が義務づけられていますけれど
も、これが一律に10年というのが、特に免許更新講
習の10年と重なるということがありまして、それを
見直して、中堅教諭等資質向上研修ということにし
て、実施時期の弾力化を図るという内容での教育公
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務員特例法の改正がされたということ。
あと、あわせて教育職員免許法の改正ということ
で、これは大学での教員養成の関係ですけれども、
これからの教員として必要な力を見据えて、免許状
取得に必要な単位の科目を見直すという内容です。
あと、 3つ目ですが、私どもの独立行政法人教員
研修センター法の一部改正というものもございまし
て、今までは先ほど最初に申しましたようにつくば
の研修センターに校長や教員等の方々に研修を受け
に集まっていただいて研修をやってきたんですけれ
ども、それだけでなくて、いろんな現場の教員の方、
一人一人を支援できるような機構に改革していくと
いう、組織改編していくということで、独立行政法
人教職員支援機構ということに名称を改めるという
内容になっていまして、教員一人一人に対する支援
をする、そういう組織に変わっていく予定になって
います。この 4月から変わりますので、またいろい
ろ皆様方の御支援をいただければというふうに思っ
ております。

岐阜県の学校教育への要望

ということで、雑駁な話で恐縮ですけれども、こ
れでお話を締めさせていただきたいと思います。私
は岐阜県教育委員会のほうに、最初の御紹介にもあ
りましたように、 2年間おりまして、非常にそのと
き感じておりましたのは、岐阜県の学校教育という

のは、そのときから子供たちの主体的な発言とか意
見を活発に引き出す、そういう授業を非常に個々の
先生方が行っているなあという印象を持っていまし
た。そういうことで、そういう授業方法というのは、
恐らく今回の指導要領の改訂の方向性に合う教育内
容、教育方法で、岐阜県内の学校教育は実践されて
きたというふうに思いますので、そういういい文化
というか伝統というのはこれからも大事にしていた
だきたいと思っています。
ただ、この学習指導要領の改訂を見据えて、現在、
岐阜県だけではなくほかの地域でかなり教育力向上
等に関する取り組みが進んできているなあというの
が非常に私の個人的に感じているところでありま
す。アクティブ・ラーニングに関する他県の取り組
みも非常に進んできているというところがあります
ので、岐阜のいいところは引き続き継承していただ
き、今回の指導要領の改訂をきっかけに、きょうま
たこれから各学校や教育委員会の取組事例の御発表
もありますので、それもぜひ私も勉強させていただ
きたいと思いますけれども、まさに今回の改訂を機
に、各学校、各教育委員会での教育の内容、方法等
については、また見直すきっかけにしていただけれ
ばありがたいなあというふうに思っておりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、時間が参りましたので、これで私のお
話しは終了させていただきます。どうも御清聴あり
がとうございました。（拍手）
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